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千葉県認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付要綱  

 

平成 1 4年１月 1 5日制定社第 1 1 70号 

平成 1 5年１月 1 0日改正社第 1 1 19号 

平成 17年 12月８日改正健指第 1256号 

平成 22年７月６日改正健指第 940号  

平成 29年 10月２日改正健指第 1867号 

令和４年６月 30日改正健指第 1059号 

令和７年 10月 20日改正健指第 2342号 

 

（趣  旨） 

第１条  知事は、認知症介護研修事業を円滑に実施し、もって認知症高齢者に対

する介護サ－ビスの充実を図るため、千葉県認知症介護研修事業実施要綱に基

づく研修（以下「補助事業」という。）の受講に要する費用について、予算の

範囲内において千葉県補助金等交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号。以

下「規則」という。）及びこの要綱に基づき、第２条に定める者に対し補助金

を交付する。 

 

（補助対象者） 

第２条  補助事業の受講のために、職員を派遣する介護保険施設等の運営法人等

（以下「派遣法人等」という。）とする。  

２  前項の規定にかかわらず、補助を受けようとする事業を行う者（法人その他

の団体にあっては、その役員等（業務を執行する社員、理事若しくはこれらに

準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又

は当該団体の業務 に係る契約を締結 する権限を有する 者をいう。以下同

じ。））が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、補助の対象となら

ない。  

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

（２）次のいずれかに該当する行為（イ又はウに該当する行為であって、法令上
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の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。）をした

者（継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除

く。）  

ア  自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的

で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条

第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用

する行為 

イ  暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知

りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他

の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為 

ウ  県の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約

の相手方（法人その他の団体にあっては、その役員等）が暴力団員である

ことを知りながら、当該契約を締結する行為  

（３）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 

３  規則第１７条第１項第３号の知事が定める者は、前項第２号又は第３号に該

当する者（派遣法人等が法人その他の団体である場合にあっては、その役員

等が同項各号のいずれかに該当する者である法人その他の団体）とする。 

 

（対象事業等） 

第３条  この補助金の対象事業、対象経費、基準額及び補助率は、別表のとおり

とする。 

 

（補助金の算定方法）  

第４条  この補助金の交付額は、別表に定める対象経費の合計と補助上限額を比

較して少ない額とする。  

 

（交付の申請） 

第５条  派遣法人等は、規則第３条の規定により補助金の交付を申請しようと  

するときは、知事が定める期日までに、補助金交付申請書（別記様式第１－１

号）に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。 
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（交付の条件） 

第６条  規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。  

（１）当該補助事業の内容及び経費を変更する時は、知事の承認を受けなければ

ならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。  

（２）派遣法人等は、補助の対象となった受講生の派遣及び代替職員の雇用を中

止しようとするときは、あらかじめ知事の承認を受けなければならない。 

 

（実績報告） 

第７条  派遣法人等は、規則第１２条の規定により実績報告をしようとするとき

は、受講生の派遣終了後１か月を経過した日までに実績報告書（別記様式第２

号）に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。  

 

（交付の請求） 

第８条  派遣法人等は、規則第１５条の規定により補助金の交付を請求しようと

するときは、補助金交付請求書（別記様式第３号）を知事に提出しなければな

らない。 

 

（概算払の請求） 

第９条  派遣法人等は、規則第１６条第２項の規定により補助金の概算払を受け

ようとするときは、概算払請求書（別記様式第４号）を知事に提出しなければ

ならない。 

 

（書類の保管） 

第１０条  派遣法人等は、当該補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、

事業完了後５年間保存しなければならない。  
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附  則  

  この要綱は、平成 1４年１月１５日から施行し、平成１３年度分の予算に

係る補助金から適用する。  

附  則  

  この要綱は、平成１５年１月１０日から施行し、平成１４年度分の予算に

係る補助金から適用する。  

附  則  

  この要綱は、平成１７年１２月８日から施行し、平成１７年度分の予算に

係る補助金から適用する。  

附  則  

  この要綱は、平成２２年７月６日から施行し、平成２２年度分の予算に係る

補助金から適用する。  

附  則  

  この要綱は、平成２９年１０月２日から施行し、平成２９年度分の予算に係

る補助金から適用する。  

附  則  

  この要綱は、令和４年６月３０日から施行し、令和４年度分の予算に係る補

助金から適用する。 

附  則  

  この要綱は、令和７年１０月２０日から施行し、令和７年度分の予算に係る

補助金から適用する。  

  



別表  

 

事業名  対象経費 補助上限額 

認 知 症 介 護

指 導 者 養 成

研修  

１  受講生派遣のため

の旅費・宿泊費 

※派遣法人等の旅費規

程 に よ り 算 出 す る こ

と。  

２研修期間中に雇用す

る代替職員の人件費 

２９９千円を上限とし、知事が必要と認

めた額  

 

※研修期間中の宿泊費は１泊 2,000円

（認知症介護研修・研修東京センター宿

泊料相当額）を上限額とする。 

※研修期間中に雇用する代替職員の雇用

期間は３か月を限度とする（新規の代替

職員の確保が困難である場合は、派遣法

人等で雇用している非常勤の職員に限

り、勤務時間の延長に係る人件費を代替

職員の人件費としてみなす）。 

認 知 症 介 護

指 導 者 フ ォ

ロ ー ア ッ プ

研修  

１  受講生派遣のため

の旅費・宿泊費 

※派遣法人等の旅費規

程 に よ り 算 出 す る こ

と。  

２研修期間中に雇用す

る代替職員の人件費 

４５千円を上限とし、知事が必要と認め

た額  

 

※研修期間中の宿泊費は１泊 2,000円

（認知症介護・研修東京センター宿泊料

相当額）を上限額とする。  

※研修期間中に雇用する代替職員の雇用

期間は３か月を限度とする（新規の代替

職員の確保が困難である場合は、派遣法

人等で雇用している非常勤の職員に限

り、勤務時間の延長に係る人件費を代替

職員の人件費としてみなす）。 



別記様式第１－１号 

 

認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付申請書  

 

年  月  日 

 

千葉県知事       様  

 

所 在 地  

社会福祉法人等名   

代 表 者 職 ・ 氏 名  

 

     年度において、下記のとおり事業を実施したいので、千葉県補助金等

交付規則（昭和３２年千葉県規則第５３号）第３条の規定により、補助金の交付

を申請します。 

記  

１  申請額                    円 

２  事業名 

３  研修期間     年   月   日～   年   月   日  

４  補助金所要額調書（別紙１－１） 

５  誓約書（別紙１－２）  

６  役員等名簿（別紙１－３） 

添付書類 

・旅費規程等 

 ・雇用契約書等代替職員の雇用を証する書類  

 

 

 

 

 



別紙１－１ 

認知症介護指導者養成研修等事業補助金所要額調書  

 

（単位：円） 

対象経費 

（Ａ）  

補助上限額 

（Ｂ）  

補助金所要額 

（Ｃ）  

   

（注）・Ａ欄には、補助対象経費内訳で算出した「受講生の旅費・宿泊費の合

計」及び「研修期間中に雇用する代替職員の人件費の合計」を合算した

額を記入すること。 

・Ｃ欄には、Ａ欄とＢ欄を比較して低い額を記入すること。 

 

【対象経費内訳】 

１  受講生の旅費・宿泊費  

項目  内容  

旅費  経路  

片道  

小計    円（往復金額）×  回分＝   円 

宿泊費  ２，０００円／日×   泊＝        円 

合計                       円 

 

２  研修期間中に雇用する代替職員の人件費 

項目  内容  

代替職員氏名  

雇用期間   年   月   日～   年   月   日（   日間） 

人件費      円／日×  日（勤務日数）＝     円 

 

合計                         円 



別紙１－２ 

 

誓  約  書 

 

  年   月   日 

 

千葉県知事          様 

 

所 在 地  

社会福祉法人等名   

代 表 者 職 ・ 氏 名          ㊞  

 

 補助金の交付を申請した事業を行う者（法人その他の団体にあっては、その役

員等（業務を執行する社員、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その

他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を

締結する権限を有する者をいう。））が千葉県認知症介護指導者養成研修等事業

補助金交付要綱第２条第２項各号のいずれにも該当せず、将来においても当該各

号のいずれにも該当しないことを誓約します。  

 また、補助金等の交付申請をするに当たり、上記内容に該当しないことを確認

するため、役員等名簿の記載者を千葉県が千葉県警察本部に照会することについ

て承諾します。 

 なお、誓約した内容と事実が相違することが判明した場合には、補助金の交付

を受けられないこと又は補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消される

ことになっても異議はありません。 

また、これにより生じた損害については、当方が一切の責任を負うものとしま

す。  

 

 

（注）１  代表者本人が自署で作成する場合、押印は不要とする。  

   ２  電子申請の場合、代表者が自署又は押印した契約書をデータ化して、

電子申請に添付し、原本は申請者が保管しておくこと。 

   ３  代表者の自署を提出する場合は、本人確認書類の写し（運転免許証

等）も添付すること。  



別紙１－３

元号
MTSH

年 月 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

役員等名簿には、補助を受けようとする事業を行う者が

役　　員　　等　　名　　簿

住　　　　　所
生年月日

商号又は名称（半ｶﾅ） 商号又は名称（漢字） 氏名（半ｶﾅ） 氏名（漢字）
性別
(M･F)

番号 職　名

　
住所（法人その他の団体にあっては主たる事務所の所在地）

氏名（法人その他の団体にあっては名称及び代表者の職・氏名）

現在における当法人（団体）の役員等名簿に相違ありません。

　年　　月　　日

法人その他の団体である場合は、その役員等（業務を執行する社員、理事若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業
務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。）を記載すること。
ただし、当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者については、本件補助金の申請に関する権限又は補助事業の執行に関する契約を締結する権限を委任されている者を除き、
省略することができる。



別記様式第２号 

 

認知症介護指導者養成研修等事業補助金実績報告書  

 

年  月  日 

 

千葉県知事       様  

 

所 在 地  

社会福祉法人等名   

代 表 者 職 ・ 氏 名  

 

    年  月  日付け千葉県  指令第  号をもって交付決定のあった標記補

助事業を下記のとおり終了したので、千葉県補助金等交付規則第１２条の規定に

より報告します。 

記  

１  補助金精算額                円 

２  事業名 

３  研修期間     年   月   日～   年   月   日  

４  補助金精算書（別紙２） 

添付書類 

 ・旅費規程 

・雇用契約書等代替職員の雇用を証する書類  

・収支精算書 

 ・領収書 

 

 

 

 

 



別紙２  

認知症介護指導者養成研修等事業補助金精算書  

 

（単位：円） 

対象経費 

（Ａ）  

補助上限額 

（Ｂ）  

補助金精算額

（Ｃ）  

   

（注）・Ａ欄には、補助対象経費内訳で算出した「受講生の旅費・宿泊費の合

計」及び「研修期間中に雇用する代替職員の人件費の合計」を合算した

額を記入すること。 

・Ｃ欄には、Ａ欄とＢ欄を比較して低い額を記入すること。 

 

【対象経費内訳】 

１  受講生の旅費・宿泊費  

項目  内容  

旅費  経路  

片道  

小計    円（往復金額）×  回分＝   円 

宿泊費  ２，０００円／日×   泊＝        円 

合計                       円 

 

２  研修期間中に雇用した代替職員の人件費 

項目  内容  

代替職員氏名  

雇用期間   年   月   日～   年   月   日（   日間） 

人件費      円／日×  日（勤務日数）＝     円 

 

合計                         円 



別記様式第３号 

 

認知症介護指導者養成研修等事業補助金交付請求書  

 

年  月  日 

 

千葉県知事       様  

 

所 在 地  

社会福祉法人等名   

代 表 者 職 ・ 氏 名  

 

    年  月  日付け千葉県  達第   号で額の確定のあった標記補助金につ

いて、千葉県補助金等交付規則第１５条の規定により下記のとおり請求します。 

記  

金            円  

 

      振込先    

金融機関名 
金融機関名  

店  舗  名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

口座名義人 

（カ ナ）  

 

責 任 者 所 属 名  

責任者職・氏名  

担 当 者 所 属 名  

担当者職・氏名  

連 絡 先  



別記様式第４号 

     

認知症介護指導者養成研修等事業補助金概算払請求書  

 

 

年  月  日 

 

千葉県知事       様  

 

所 在 地  

社会福祉法人等名   

代 表 者 職 ・ 氏 名  

 

    年  月  日付け千葉県  指令第  号で交付決定のあった標記補助金に

ついて、千葉県補助金等交付規則第１６条第２項の規定により下記のとおり請求

します。 

記  

金            円  

 

      振込先    

金融機関名 
金融機関名  

店  舗  名  

預 金 種 別  

口 座 番 号  

口座名義人 

（カ ナ）  

 

 

責 任 者 所 属 名  

責任者職・氏名  

担 当 者 所 属 名  

担当者職・氏名  

連 絡 先  
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